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告 示

北海道教育委員会告示第２号
次の法人の解散の届出は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成
１８年法律第５０号）第９５条の規定によりなお従前の例によることとされる同法第３８条の規定に
よる改正前の民法（明治２９年法律第８９号）第７７条第１項の規定に基づき、受理した。
平成２４年１月１７日

北海道教育委員会委員長 若 狭 洋 市
１ 法人の名称
社団法人留萌文化振興協会

２ 事務所
留萌市大町２丁目３番地１海のふるさと館

３ 解散の理由
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第１４８条第１号（定
款で定めた存続期間の満了）該当
４ 清算人の氏名及び住所
古 野 洋 介 留萌市住之江町１丁目１６番地
二ノ宮 清 信 留萌市沖見町４丁目９５番地２
對 馬 健 一 留萌市見晴町１丁目４８番地

５ 解散年月日
平成２３年１１月１日

北海道教育委員会告示第３号
次の法人の解散の届出は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成
１８年法律第５０号）第９５条の規定によりなお従前の例によることとされる同法第３８条の規定に
よる改正前の民法（明治２９年法律第８９号）第７７条第１項の規定に基づき、受理した。
平成２４年１月１７日

北海道教育委員会委員長 若 狭 洋 市
１ 法人の名称
財団法人北方文化教育振興財団

２ 事務所
日高郡新ひだか町静内東別３８３－５９

３ 解散の理由
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第２０２条第１項第
１号（定款で定めた存続期間の満了）該当
４ 清算人の氏名及び住所
青 木 照 吉 東京都中央区勝どき１丁目１３番６－４１０５号
真 部 忠 尚 東京都大田区久が原６丁目６番３号
三 好 徹 千葉県松戸市日暮５丁目１７２番地

５ 解散年月日
平成２３年１１月１日

北海道教育委員会告示第４号
教育実践表彰要項（昭和４４年１２月２３日北海道教育委員会決定）の規定に基づき、平成２３年

平成２４年１月１７日
（火曜日）
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度北海道教育実践表彰の被表彰者を次のとおり決定した。
平成２４年１月１７日

北海道教育委員会委員長 若 狭 洋 市
富 田 由 佳 （美深町幼児センター 教諭（主査））

通知・通達・照会

教 給 第 ８９８ 号
平成２４年１月１７日

各 次 課 長
各 出 先 機 関 の 長
各 所 管 機 関 の 長 様
札幌市を除く各市町村教育委員会教育長
（札幌市を除く各市町村立学校長）

北海道教育委員会教育長

給与条例及び支給規則の運用についての一部改正について（通知）
給与条例及び支給規則の運用についての一部改正について（平成２３年１２月２０日付け人委第

５００号）の通知が別記のとおり北海道人事委員会事務局長からあったので、通知します。

（教育職員局給与課給与制度グループ）

別記
人 委 第 ５００ 号
平成２３年１２月２０日

北 海 道 総 務 部 長
北 海 道 教 育 庁 教 育 次 長
北 海 道 警 察 本 部 警 務 部 長
北 海 道 議 会 事 務 局 長
北 海 道 監 査 委 員 事 務 局 長
北海 道 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長 様
北海道連合海区漁業調整委員会事務局長
各海 区 漁 業 調 整 委 員 会 事 務 局 長
北海道内水面漁場管理委員会事務局長
札幌 市 教 育 委 員 会 学 校 教 育 部 長
北 海 道 人 事 委 員 会 事 務 局 長

北海道人事委員会事務局長

給与条例及び支給規則の運用についての一部改正について
給与条例及び支給規則の運用について（昭和４４年５月１日付け４４人委第３０８号通知。以下
「運用通知」という。）の一部を次のとおり改正されたので、平成２３年１２月２０日（運用通知
第１０第４項の２の規定は、同月１日）以降はこれによって実施してください。

記
第６第１項の�１中「支給規則第１３条に規定する基準に従って任命権者又は所属の長が特に
勤務しないことにつき承認を与えた場合のほか、法令の規定により特に勤務しないことが認
められている」を「法令の規定により勤務しないことが認められている場合及び支給規則第
１３条第２項の規定により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた」に改める。
第１０第４項の次に次の１項を加える。
４の２ 支給規則第２７条関係
支給規則第２７条第２項第３号の「育児休業の承認に係る期間」とは、基準日以前６箇
月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末
日（育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間
の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認
が効力を失った日又は当該承認が取り消された日とする。）までの期間をいう。

平成２４年１月１７日（火曜日） 北海道教育委員会公報
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（給与課給与グループ）
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平成２４年１月１７日（火曜日） 北海道教育委員会公報
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